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第４節 輸出許可内容変更申請手続  

 

システムを使用して、輸出許可、積戻し許可又は展示等積戻し許可（以下この節において「輸出等

許可」といい、特定輸出申告の許可、特定委託輸出申告の許可、特定製造貨物輸出申告の許可、輸出

マニフェスト通関申告の許可及び別送品輸出申告の許可を除く。）の内容に係る変更を申請する場合は、

この節の定めるところによる。 

なお、特定輸出申告の許可、特定委託輸出申告の許可、特定製造貨物輸出申告の許可、輸出マニフ

ェスト通関申告の許可及び別送品輸出申告の許可の内容に係る変更を申請する場合の手続きは、それ

ぞれの申告手続を記載している節の変更申請による。 

 

１ 輸出等許可内容に係る変更（積込港の一括変更を除く。） 

通関業者等、混載業者又は航空会社（以下この節において「申請者」という。）は、「搭載完了登

録（便単位）」業務（業務コード：ＣＬＡ）又は「搭載完了登録（ＡＷＢ単位）」業務（業務コード：

ＣＬＢ）が実施されるまでの間に、輸出等許可済貨物に係る数量等の輸出等許可内容変更を申請す

る場合は、あらかじめ税関（通関担当部門）の了承を得た上で、次により輸出等許可内容変更申請

をシステムに登録する。 

なお、変更の登録はこの章第２節４（輸出申告等変更事項の登録）又はこの節２（積込港の一括

変更）による変更と合わせて最大９回までシステムを使用して行うことができるが、９回を超える

変更については次節４（輸出申告等の手作業移行）による。 

また、通関業者等は、あらかじめ他の通関業者との受委託関係をシステムに登録しておくことに

より、変更登録を依頼することができる。 

 (1) 輸出等許可内容変更申請事項の登録 

イ 輸出等許可内容変更申請事項の登録 

申請者は、「輸出許可内容変更申請」業務（業務コード：ＥＡＣ）を実施する前に、次により

輸出等許可内容変更申請事項を登録する。 

なお、システムに登録した輸出等許可内容変更申請事項については、「輸出許可内容変更申請」

業務（業務コード：ＥＡＣ）を実施するまでの間、訂正することができる。 

(ｲ) 呼出しによらない方法 

「輸出許可内容変更申請事項登録」業務（業務コード：ＥＡＡ）を利用して、申告等番号、

輸出申告等により許可された事項及び変更を必要とする事項をこの章第２節１（輸出申告等

事項の登録）に準じて、「変更識別＊」欄及び「変更理由＊」欄については次により入力し、

送信することにより、輸出等許可内容変更申請事項をシステムに登録する。 

 

項目名 

（入力画面） 
内 容 

変更識別コード 

（「変更識別＊」欄） 

次の区分に応じたコードを必須入力する。ただし、「Ｎ」（数量

等変更）は通関業者等のみ入力することができる。 

区 分 コード 

船（機）名変更 Ｓ 

数量等変更 Ｎ 
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項目名 

（入力画面） 
内 容 

変更理由コード 

（「変更理由＊」欄） 

変更理由を変更理由コード（輸出許可後訂正理由）（「業務コー

ド集」参照）で必須入力する。 

輸出等許可内容変更申請における各項目の変更可否は下表のとおりである。 

船（機）名変更の場合（変更識別コード「Ｓ」） 数量等変更の場合 

（変更識別コード「Ｎ」） 通関業者等の場合 混載業者及び航空会社の場合 

次の項目は変更することが

できる。 

・申告先種別コード（注１） 

（「申告先種別」欄） 

・申請官署コード 

（「申告官署」欄） 

・申請先部門コード 

（「申告先部門」欄） 

・税関事務管理人コード 

（税関事務管理人）欄） 

・税関事務管理人受理番号 

（「受理番号」欄） 

・税関事務管理人名 

（「受理番号」欄下） 

・蔵置場コード 

（「通関蔵置場＊」欄） 

・積込港コード 

（「積込港＊」欄） 

・出港予定年月日 

（「出港予定年月日」欄） 

・税関調査用符号 

（「税関調査用符号」欄） 

・変更理由コード 

（「変更理由＊」欄） 

・要搭載確認識別 

（「要船積（搭載）確認識別」

欄） 

・記事（税関用） 

（「記事（税関）」欄） 

・記事（通関業者用） 

（「記事（通関業者）」欄） 

・記事（荷主用） 

（「記事（荷主）」欄） 

次の項目は変更することが

できる。 

・申告先種別コード（注１） 

（「申告先種別」欄） 

・申請官署コード 

（「申告官署」欄） 

・申請先部門コード 

（「申告先部門」欄） 

・税関事務管理人コード 

（税関事務管理人）欄） 

・税関事務管理人受理番号 

（「受理番号」欄） 

・税関事務管理人名 

（「受理番号」欄下） 

・蔵置場コード 

（「通関蔵置場＊」欄） 

・積込港コード 

（「積込港＊」欄） 

・出港予定年月日 

（「出港予定年月日」欄） 

・変更理由コード 

（「変更理由＊」欄） 

・記事（税関用） 

（「記事（税関）」欄） 

・記事（荷主用） 

（「記事（荷主）」欄） 

・荷主セクションコード 

（「荷主セクションコード」欄） 

・荷主リファレンスナンバー 

（「荷主Ｒｅｆ Ｎｏ．」欄） 

次の項目は変更する

ことができない。 

・申告等種別コード 

（「申告等種別」欄） 

・申告貨物識別（注２） 

（「貨物識別」欄） 

・識別符号 

（「識別符号」欄） 

・輸出者コード 

（「輸出者」欄左） 

・輸出者名 

（「輸出者」欄右） 

・検査立会者 

（「検査立会者」欄） 

・最終仕向地コードのう 

ち、国名コード（先頭２ 

桁） 

（「最終仕向地」欄左） 
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・荷主セクションコード 

（「荷主セクションコード」欄） 

・荷主リファレンスナンバー 

（「荷主Ｒｅｆ Ｎｏ．」欄） 

・社内整理用番号 

（「社内整理番号」欄） 

（注１）当初申告における申告先種別コードが、「Ｙ」、「Ｋ」又は「Ｅ」の場合は変更不

可。 

（注２）当初申告における申告貨物識別が、郵便物（「Ｅ」（ＥＭＳ）、「Ｈ」（航空郵便貨

物）及び「Ｕ」（ＳＡＬ））内での変更又は郵便物以外の申告貨物識別（「Ｓ」（Ｓ

Ｐ貨物）、「Ｂ」（ＯＢＣ貨物）、「Ｌ」（外交官貨物）、「Ｘ」（ＭＤＡ貨物）、「Ｇ」（米

軍払い下げ貨物）及び「Ｋ」（携帯貨物））内での変更については可能である。 

なお、変更不可項目について変更が必要となった場合は、次節２（輸出取止め再輸入の許

可又は積戻し取止め）又は税関手続関連（共通編）-共通手続-第２章第 18 節（輸出取止め再

輸入申告手続）により、輸出取止め再輸入の許可を受けた上で、改めて輸出申告等を行うこ

ととなることから留意すること。 

また、「輸出許可内容変更申請事項登録」業務（業務コード：ＥＡＡ）を実施した後、「輸

出許可内容変更申請」業務（業務コード：ＥＡＣ）を実施するまでの間は、「変更識別＊」欄

を変更することはできないことから留意すること。 

ただし、後記ロ（呼出しによる方法）により、「輸出許可内容変更申請事項登録」業務（業

務コード：ＥＡＡ）を実施する前の申告等番号を入力し送信した場合に限り、「変更識別＊」

欄を変更することができる。 

(ﾛ) 呼出しによる方法 

「輸出許可内容変更申請事項呼出し」業務（業務コード：ＥＡＢ）を利用して、次の事項

を入力し、送信することにより、システムに登録されている輸出等許可内容が、「輸出許可内

容変更申請事項登録情報（輸出・積戻し申告／大額）」（出力情報コード：ＡＡＥ４２７１（船

（機）名変更）又はＡＡＥ４２８１（数量等変更））、「展示等積戻し許可内容変更申請事項登

録情報（大額）」（出力情報コード：ＡＡＥ４３１１（船（機）名変更）又はＡＡＥ４３２１

（数量等変更））、「輸出許可内容変更申請事項登録情報（輸出・積戻し申告／少額）」（出力情

報コード：ＡＡＥ４２９１（船（機）名変更）又はＡＡＥ４３０１（数量等変更））又は「展

示等積戻し許可内容変更申請事項登録情報（少額）」（出力情報コード：ＡＡＥ４３３１（船

（機）名変更）又はＡＡＥ４３４１（数量等変更））として応答画面に出力されることから、

出力された内容を確認の上、変更を必要とする事項をこの章第２節２（輸出申告等事項の訂

正）に準じて上書き入力し送信する。 

項目名 

（入力画面） 
内 容 

申告番号 

（「申告番号＊」欄） 

申告等番号を必須入力する。 
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項目名 

（入力画面） 
内 容 

変更識別コード 

（「変更識別＊」欄） 

次の区分に応じたコードを必須入力する。ただし、「Ｎ」

（数量等変更）は通関業者等のみ入力することができる。 

区 分 コード 

船（機）名変更 Ｓ 

数量等変更 Ｎ 
 

ロ 出力情報 

前記イ（輸出等許可内容変更申請事項の登録）により、輸出等許可内容変更申請事項がシス

テムに登録された場合は、申請者に次の情報が配信される。 

出力情報 出力情報コード 出力条件 

輸出許可内容変更申請入

力控情報（大額） 

別紙６（許可

内容変更申請入

力控情報）参照 

「大額・少額識別＊」欄に「Ｌ」（大

額申告）、「申告等種別＊」欄に「Ｅ」

（輸出申告）を入力した場合。 

輸出許可内容変更申請入

力控情報（少額） 

「大額・少額識別＊」欄に「Ｓ」（少

額申告）、「申告等種別＊」欄に「Ｅ」

（輸出申告）を入力した場合。 

積戻し許可内容変更申請

入力控情報（大額） 

「大額・少額識別＊」欄に「Ｌ」（大

額申告）、「申告等種別＊」欄に「Ｒ」

（積戻し申告）を入力した場合。 

積戻し許可内容変更申請

入力控情報（少額） 

「大額・少額識別＊」欄に「Ｓ」（少

額申告）、「申告等種別＊」欄に「Ｒ」

（積戻し申告）を入力した場合。 

展示等積戻し許可内容変

更申請入力控情報（大額） 

「大額・少額識別＊」欄に「Ｌ」（大

額申告）、「申告等種別＊」欄に「Ｇ」

（展示等積戻し申告）を入力した場合。 

展示等積戻し許可内容変

更申請入力控情報（少額） 

「大額・少額識別＊」欄に「Ｓ」（少額

申告）、「申告等種別＊」欄に「Ｇ」（展

示等積戻し申告）を入力した場合。 

 

(2) 輸出等許可内容変更申請 

前記(1)イ（輸出等許可内容変更申請事項の登録）による応答画面の出力内容又は前記(1)ロ（出

力情報）で配信された出力情報の内容を確認の上、次により輸出等許可内容変更申請をシステム

に登録する。 

輸出等許可内容変更の登録は、審査を行った通関士が行うが、税関手続関連（共通編）-共通手

続-第２章第 20 節（通関士審査結果の登録）により、申告内容について事前に通関士の審査を受

けた旨がシステムに登録されている場合は、通関士以外の者が変更登録を行うことができる。 

また、輸出等許可内容変更申請を申請先官署の開庁時間外に行う場合は、時間外執務要請届の

提出を行っている必要がある。 
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時間外執務要請届の提出については、税関手続関連（共通編）-共通手続-第２章第１節（時間

外執務要請届）により行うこと。 

イ 「輸出許可内容変更申請」業務（業務コード：ＥＡＣ）を利用する方法 

「輸出許可内容変更申請」業務（業務コード：ＥＡＣ）を利用して、次の事項を入力し送信

する。 

項目名 

（入力画面） 
内 容 

申告番号 

（「申告番号＊」欄） 

申告等番号を必須入力する。 

訂正票出力識別 

（「訂正票出力識別」欄） 

税関に「輸出等許可内容変更申請控情報」（出力情報コー

ドについては別紙８（許可内容変更申請控情報）参照）を配

信する場合は、あらかじめ税関の了承を得た上で、「Ｐ」を

入力する。 

ロ 「輸出許可内容変更申請事項登録」業務（業務コード：ＥＡＡ）の応答画面を利用する方法 

前記(1)イ（輸出等許可内容変更申請事項の登録）により輸出等許可内容変更申請事項を登録

した場合は、変更事項の内容が「輸出許可内容変更申請入力控情報」（出力情報コードについて

は、別紙６（許可内容変更申請入力控情報）参照）として応答画面に出力されることから、出

力された内容を確認の上、「訂正票出力識別」欄を入力し送信する。 

なお、「訂正票出力識別」欄の入力方法については、前記イ（「輸出許可内容変更申請」業務

（業務コード：ＥＡＣ）を利用する方法）に準ずる。 

 

(3) 輸出等許可内容変更申請の受理及び通知 

前記(2)（輸出等許可内容変更申請）により、輸出等許可内容変更申請が受理された場合は、次

の情報が配信される。 

イ 審査区分が「１」(簡易審査扱い)の場合 

出力情報 出力情報コード 出力条件 配信先 

輸出許可内容変更通知

情報（注１） 

別紙７（許可内

容変更通知情

報）参照 

「申告等種別＊」欄に

「Ｅ」（輸出申告）を入力

した場合。 

申請者（注２） 

輸出者（注３） 

積戻し許可内容変更通

知情報（注１） 

「申告等種別＊」欄に

「Ｒ」（積戻し申告）を入

力した場合。 

展示等積戻し許可内容

変更通知情報（注１） 

「申告等種別＊」欄に

「Ｇ」（展示等積戻し申告）

を入力した場合。 

（注１）以下この節において「輸出等許可内容変更通知情報」といい、出力帳票については

「輸出等許可内容変更通知書」という。 

（注２）当初申告者と異なる場合は、当初申告者にも配信される。 

（注３）配信する旨がシステムに登録されている場合に限る。 

ロ 審査区分が「２」(書類審査扱い)の場合 
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出力情報 出力情報コード 出力条件 配信先 

輸出許可内容変更申請

控情報（注１） 

別紙８（許可内

容変更申請控情

報）参照 

「申告等種別＊」欄に「Ｅ」

（輸出申告）を入力した場

合。 

申請者 

税関（通関担当

部門）（注２） 

積戻し許可内容変更申

請控情報（注１） 

「申告等種別＊」欄に「Ｒ」

（積戻し申告）を入力した場

合。 

展示等積戻し許可内容

変更申請控情報（注１） 

「申告等種別＊」欄に「Ｇ」

（展示等積戻し申告）を入力

した場合。 

（注１）出力帳票については、以下この節において「輸出等許可内容変更申請控」という。 

（注２）「訂正票出力識別」欄に「Ｐ」を入力した場合は、税関（通関担当部門）に配信され

る。 

 

２ 積込港の一括変更 

申請者は、「積付結果登録（ＡＷＢ・ＨＡＷＢ単位）」業務（業務コード：ＵＬＡ）、「積付結果登

録（ＭＡＷＢ単位）」業務（業務コード：ＵＬＭ）、「搭載完了登録（便単位）」業務（業務コード：

ＣＬＡ）又は「搭載完了登録（ＡＷＢ単位）」業務（業務コード：ＣＬＢ）が実施されるまでの間に、

輸出等許可済貨物に係る積込港の一括変更を申請する場合は、あらかじめ税関（通関担当部門）の

了承を得た上で、次により輸出等許可内容変更申請をシステムに登録する。 

なお、変更の登録は、前節４（輸出申告等事項の変更）又はこの節１（輸出等許可内容に係る変

更（積込港の一括変更を除く。））による変更と合わせて最大９回までシステムを使用して行うこと

ができるが、９回を超える変更については次節４（輸出申告等の手作業移行）による。 

(1) 輸出許可内容変更申請（積込港一括変更）呼出し 

「輸出許可内容変更申請（積込港一括変更）呼出し」業務（業務コード：ＥＡＭ）を利用して、

次の事項を入力し、送信することにより、ＭＡＷＢに関連付けが行われているＨＡＷＢ番号が、

最大で 30 件まで「輸出許可内容変更申請（積込港一括変更）呼出し結果情報」（出力情報コード：

ＡＡＥ５０８０）として応答画面に出力される。 

項目名 

（入力画面） 
内 容 

ＭＡＷＢ番号 

（「ＭＡＷＢ番号＊」欄） 

ＭＡＷＢ番号を必須入力する。 

変更前積込港コード 

（「変更前積込港」欄） 

変更前の積込港を指定して呼び出す場合は、国連ＬＯＣＯＤＥ（「業

務コード集」参照）の地域コード３桁で入力する（例：成田空港の場

合「ＮＲＴ」）。 

変更後積込港コード 

（「変更後積込港＊」欄） 

変更後の積込港を国連ＬＯＣＯＤＥ（「業務コード集」参照）の地

域コード３桁で必須入力する（例：成田空港の場合「ＮＲＴ」）。 

蔵置場コード 

（「蔵置場＊」欄） 

貨物が蔵置されている保税地域を保税地域コード（「業務コード集」

参照）で必須入力する。 
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(2) 輸出許可内容変更申請（積込港一括変更） 

前記(1)（輸出許可内容変更申請（積込港一括変更）呼出し）による応答画面の出力内容を確認

の上、次の事項を入力し送信することにより、輸出等許可内容変更申請をシステムに登録する。 

なお、通関業者が輸出等許可内容変更申請を行う場合は、通関士が申請内容を審査した上で、

登録する。 

また、輸出等許可内容変更申請を申請先税関官署の開庁時間外に行う場合は、時間外執務要請

届の提出を行っている必要がある。 

項目名 

（入力画面） 
内 容 

申告先種別コード 

（「申告先種別」欄） 

積込港の変更を要する全ての申告等番号に対して、一括して申告先種

別を変更する場合は、次の区分に応じたコードを入力する。 

変更しない場合は、入力を要しない。 

区 分 コード 

一般申告（緊急通関貨物） Ｒ 

一般申告（特別通関貨物） Ｔ 

輸出申告等において「Ｒ」又は「Ｔ」が登録

された場合の取消し 
Ｎ 

 

変更理由コード 

（「変更理由＊」欄） 

変更理由を変更理由コード（輸出許可後訂正理由）（「業務コード集」

参照）で必須入力する。 

出港予定年月日 

（「出港予定年月日」

欄） 

(1) 申告貨物の搭載予定年月日を西暦（８桁）で入力する。 

(2) 次の条件を満たすこと。 

  入力日≦出港予定年月日≦入力日＋30日 

(3) 変更後の積込港がシステム対象外の場合は必須入力する。 

以下の項目は、最大 30 欄まで繰り返し入力することができる。 

処理識別 

（欄名なし） 

積込港の変更を要しない申告等番号の場合は、「Ｘ」を入力する。 

 

申請官署コード 

（「変更後官署」欄） 

(1) 「蔵置場＊」欄への入力内容に基づき、当該蔵置場を管轄する税関官

署の税関官署コード（「業務コード集」参照）がシステムにより自動的

に出力される。 

(2) 入力者の利用者コードについて、輸出申告等先税関官署がシステムに

登録されている場合は、輸出申告等先税関官署として登録されている税

関官署コード（「業務コード集」参照）が(1)に優先してシステムによ

り自動的に出力される。 

(3) 「申告先種別」欄に「Ｔ」（一般申告（特別通関貨物））を入力した

場合は、(1)及び(2)に関わらず、当該蔵置場を管轄する税関官署の開庁

時間外の申告を受け付ける税関官署の税関官署コード（「業務コード集」

参照）がシステムにより自動的に出力される。 

(4) 次に該当する場合は、輸出申告等先の税関官署コード（「業務コード
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項目名 

（入力画面） 
内 容 

集」参照）を入力する。 

① 税関の指示により変更する場合。 

② 申告に係る貨物が置かれている場所を管轄する税関官署が(1)又は

(2)により出力される税関官署と異なる場合。 

申請先部門コード 

（「部門」欄） 

(1) 当該許可情報に登録されている輸出統計品目番号を担当する部門の

部門コードが、システムにより自動的に出力される。 

(2) 税関の指示により変更する場合は、当該部門を部門コードで入力す

る。 

(3) 少額申告又は展示等積戻し申告の場合において、当該許可情報に輸

出統計品目番号が登録されていなかった場合は、必須入力する。 

入力したＭＡＷＢ番号について、関連付けが行われているＨＡＷＢ番号が 30 件を超す場合は、

残りのＨＡＷＢ番号が 30 件単位で「輸出許可内容変更申請（積込港一括変更）呼出し結果情報」

（出力情報コード：ＡＡＥ５０８０）として応答画面に繰り返し出力されることから、変更を要

するＨＡＷＢ番号について必要な事項を入力し送信する。 

 

(3) 輸出許可内容変更申請（積込港一括変更）の受理及び通知 

前記(2)（輸出許可内容変更申請（積込港一括変更））により、輸出等許可内容変更申請が受理

された場合は、次の情報が配信される。 

イ 審査区分が「１」(簡易審査扱い)の場合 

出力情報 出力条件 配信先 

輸出許可内容変更通知

情報 

「申告等種別＊」欄に「Ｅ」（輸出申告）を

入力した場合。 

申請者（注１） 

輸出者（注２） 

積戻し許可内容変更通

知情報 

「申告等種別＊」欄に「Ｒ」（積戻し申告）

を入力した場合。 

展示等積戻し許可内容

変更通知情報 

「申告等種別＊」欄に「Ｇ」（展示等積戻し

申告）を入力した場合。 

（注１）当初申告者と異なる場合は、当初申告者にも配信される。 

（注２）配信する旨がシステムに登録されている場合に限る。 

ロ 審査区分が「２」(書類審査扱い)の場合 

出力情報 出力条件 配信先 

輸出許可内容変更申請

控情報 

「申告等種別＊」欄に「Ｅ」（輸出申告）を

入力した場合。 

申請者 

積戻し許可内容変更申

請控情報 

「申告等種別＊」欄に「Ｒ」（積戻し申告）

を入力した場合。 

展示等積戻し許可内容

変更申請控情報 

「申告等種別＊」欄に「Ｇ」（展示等積戻し

申告）を入力した場合。 
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３ 輸出等許可内容変更申請に係る関係書類等の提出 

(1) 関係書類等の提出 

前記１(3)（輸出等許可内容変更申請の受理及び通知）及び前記２(3)（輸出許可内容変更申請

（積込港一括変更）の受理及び通知）により輸出等許可内容変更申請が受理された場合であって、

審査区分として「２」（書類審査扱い）が付与された場合は「輸出等許可内容変更申請控」（出力

情報コードについては別紙８（許可内容変更申請控情報）参照）に許可内容変更に係る関係書類

を添付し、輸出等許可内容変更申請の日の翌日から３日以内（行政機関の休日の日数は算入しな

い。）に輸出等許可内容変更申請を行った税関（通関担当部門）に提出する。 

なお、審査区分として「１」（簡易審査扱い）が付与された場合は「輸出等許可内容変更通知書」

（出力情報コードについては別紙７（許可内容変更通知情報）参照）及び関係書類の提出を省略

できる。 

 

(2) 電子ファイルによる提出 

前記(1)（関係書類等の提出）に定める関係書類等を電子ファイルで提出する場合は、税関手続

関連（共通編）-共通手続-第２章第 16 節（通関関係書類の電子ファイルによる提出）により、輸

出等許可内容変更申請の日の翌日から３日以内又は搭載完了登録が行われるまでのいずれか早い

とき（行政機関の休日の日数は算入しない。）までに提出すること。この場合、「輸出許可内容変

更申請」業務（業務コード：ＥＡＣ）において「訂正票出力識別」欄に「Ｐ」を入力していたと

きは、輸出等許可内容変更申請控の提出を省略できる。 

なお、輸出等許可時点で電子ファイルによる提出を行っていた場合であって、輸出等許可内容

変更申請に係る電子ファイルによる提出にあたり、ファイル数若しくは容量を超過する場合は、

税関に申し出た上で、輸出等許可内容変更申請控及び輸出等許可内容変更申請に係る関係書類の

みを書面にて税関（通関担当部門）に提出する。この場合、「申告添付訂正」業務（業務コード：

ＭＳＹ０１）の窓口提出への切替えを行わないこと。 

 

４ 輸出等許可内容の変更通知 

システムを使用した輸出等許可内容変更申請について、審査区分として「２」（書類審査扱い）が

付与された場合であって、税関（通関担当部門）により変更が認められた場合は、別紙７（許可内

容変更通知情報）の情報が申請者（当初申告者と異なる場合は、当初申告者を含む。）及び輸出者（配

信する旨がシステムに登録されている場合に限る。）に配信される。 

なお、輸出等許可内容変更を申請した税関官署と輸出申告等を許可した税関官署が異なる場合に

おいて、申請者は「輸出等許可内容変更通知書」を当初の輸出申告等許可税関（通関担当部門）に

も提出することとなることから留意すること（審査区分が「簡易審査扱い」となった場合も含む。）。 

 


